
 牛 木 内 外 特 許 事 務 所
弁理士　牛　木　理　一

弁理士の眼

目　　次

☆知的財産研修会（拒絶理由通知の概要とその対応） ⑻

〔キーワード〕店名と商標、使用の要証期間、折込

チラシ、社会通念上同一と認められる商標、商

標の使用（法３条２項）

【事案の概要】
　本件は、商標登録の不使用取消審判請求を不成立

とした審決の取消訴訟である。
　争点は、商標法50条１項の該当性（登録商標の使
用の有無）である。
１　本件商標

被告（株式会社ベガスベガス・東京都千代田区）
は、次の商標（以下「本件商標」という。）の商標
権者である（甲１、２）。

登録商標「ベガス」不使用取消審決取消請求事件
－知財高裁平成29(行ケ)10126.平成29年12月25日（１部）判決＜認容／審決取消＞－

☆弁理士の眼［158］ ………………………… ⑴

158

平成 30 年      月          日（水）

No.  14637　１部370円（税込み）

2 28



特 許 ニ ュ ー ス 平成30年２月28日（水曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

「ベガス」
①　登録番号　第5334030号
②　出 願 日　平成21年８月18日
③　登 録 日　平成22年７月２日
④　商品及び役務の区分並びに指定役務

第41類「セミナーの企画・運営又は開催、運
動施設の提供、娯楽施設の提供、映画・演芸・
演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、
遊戯用器具の貸与」

２　特許庁における手続の経緯
原告（株式会社ダイハチ）は、平成28年３月９日、

特許庁に対し、継続して３年以上日本国内におい
て商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のい
ずれもが、本件商標の指定役務中「娯楽施設の提
供」について本件商標の使用をしていないとして、
商標法50条１項に基づき、本件商標の指定役務中

「娯楽施設の提供」（以下「本件指定役務」という。）
に係る商標登録の取消しを求めて審判（以下「本
件審判」という。）を請求した（取消2016－300169号）。

なお、本件審判の請求の登録は平成28年３月23
日になされたことから、本件において本件商標の
使用の有無を検討すべき期間は、平成25年３月23
日から同28年３月22日までである（以下、当該期
間を「本件要証期間」という。）。

特許庁は、平成29年５月９日、本件審判の請求
は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同月
18日、原告に送達された。

３　審決の理由の要点（審決における証拠番号は本
件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。）

（１）　甲58の折込チラシについて
ア　甲58は、被告の2015年（平成27年）７月22

日の発寒店の折込チラシ（以下「本件折込チ
ラシ１」という。）である。本件折込チラシ１
の上部には、「ベガス発寒店ファンのお客様
へ」という見出しの下、「本日22日（水）／店
休させていただきます。」という記載があり、
その下には、「ベガスベガス発寒店　店長・
スタッフ一同」という記載がある。また、本
件折込チラシ１の下部には、「ベガスベガス」
の文字のほか、「ＶＥＧＡＳ／ＶＥＧＡＳ」、

「発寒店」、その住所及び連絡先の記載がある。
イ　本件折込チラシ１には、その表題として

「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という記載
がされているところ、この表題中の「ベガス
発寒店」の文字については、店名を表示する
商標として理解されるものというのが相当で
ある。そして、その構成中の「発寒店」の文
字が、「発寒にある店舗」程の意味合いを表
す部分であることから、単に役務の提供地を
表すものと認識されるものであって、自他役
務識別標識としての機能を果たし得ないもの
である。 他方、これを除く「ベガス」の文字
部分は、その店名の表示中において、自他役
務の識別標識としての機能を果たし得るもの
というのが相当である。そうすると、「ベガス」
の文字部分は、取引者、需要者において商標

「ベガス発寒店」の要部として理解されるもの
である。

また、本件折込チラシ１の表紙には、上記
のとおり、「ベガス」が表示され、「本日22日

（水）」と記載されている。そして、甲68の「折
込チラシ　受注証明書」によれば、株式会社
東急エージェンシーが、本件折込チラシ１を
制作・印刷し、「2015年（平成27年）７月22
日（水）」に、「215,170部」を折込した内容が
記載されている。また、同社は、被告に対し、
本件折込チラシ１の「請求書」及び「請求明
細書」を発行している（甲69、甲70）。さら
に、甲75ないし甲77の「チラシ折込確認書」、

「折込配布証明」及び「折込証明書」によれば、
上記日付に、北海道新聞、読売新聞及び朝日
新聞に本件折込チラシ１が折り込まれて配布
されたことが認められる。

これらの日付は、本件要証期間内であるか
ら、被告は、「ベガス」を本件要証期間内に使
用したものと認めることができる。

（２）　甲60の折込チラシについて
ア　甲60は、被告の2015年（平成27年）１月５

日の苫小牧店の折込チラシ（以下「本件折込
チラシ２」という。）である。本件折込チラシ
２の上部には、「新台入替」、「パチンコ・ス
ロット６機種／計39台導入！！」という見出
しの下、４台のパチンコ台と２台のスロット
マシンの写真とともに、「５日（月）あさ10時
オープン」という記載がある。また、本件折


